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第１ 人事行政の運営の状況  
 
 １ 職員の任免及び職員数に関する状況  
 
 （１）部門別職員数の状況と主な増減理由                （単位：人）  

          区 分 
部 門 

職  員  数 対 前 年 
増 減 数 主 な 増 減 理 由 

平成22年 平成23年 

 
普 
 

通 
 

会 
 

計 

 

部 

 
門 

一般行政 
部門 

議   会  9  9  0   
総   務  187  181  △ 6  本庁支所業務の見直し  
税   務  42  42  0   
民   生  247  246  △ 1  ねんりんピック推進室閉鎖  
衛   生  61  59  △ 2  本庁支所業務の見直し  
労   働  3  3  0   
農林水産  46  44  △ 2  本庁業務の見直し  
商   工  55  56  1  本庁業務の見直し  
土   木  75  75  0   

計 725  715  △ 10   

特別行政 

部門 

教育部門 147  

 

 

147  

 

 

0  

 

 

小    計  872  862  △ 10   

 

水  道 
下 水 道 
国保・介護 

23  
18  
42  

23  
18  
43  

0  
0  
1  

 
 
本庁業務の見直し  

小   計 83  84  1   

合  計 955    946  △ 9   

 （注）１ 各年４月１日現在の人数です。 

    ２ 職員数は一般職に属する職員数です。 

 

 （２）職員の退職状況              (平成 22年 4月 1日～平成 23年 3月 31日、単位：人） 

区 分 定年退職 早期退職 普通退職 分限免職 懲戒免職 その他 計 

人 数 19 3 3 － － － 25 

 

 （３）職員採用候補者試験の実施状況     （平成 22年 4月 1日～平成 23年 3月 31日、単位：人、倍） 

試験区分 
応募者数 受験者数(A) 合格者数(B) 倍率 採用者数 

男 女 計 男 女 計 男 女 計 A/B 男 女 計 

大卒 

程度 

行政(上級) 33 24 57 30 16 46 2 2 4 14.3 2 2 4 

小 計 33 24 57 30 16 46 2 2 4 14.3 2 2 4 

短卒 

程度 

保健師 － 8 8 － 8 8 － 1 1 8.0 － 1 1 

保育士 4 30 34 4 26 30 － 4 4 8.5 － 4 4 

小 計 4 38 42 4 34 38 － 5 5 8.4 － 5 5 

高卒

程度 

行政(初級) 7 10 17 7 8 15 1 － 1 17.0 1 － 1 

土木 20 2 22 16 － 16 2 － 2 11.0 2 － 2 

建築 1 － 1 1 － 1 1 － 1 1.0 － － － 

農学 1 － 1 1 － 1 1 － 1 1.0 1 － 1 

社会福祉士 － 2 2 － 2 2 － 1 1 2.0 － 1 1 

保育士 3 18 21 3 16 19 － 4 4 5.3 － 4 4 

小  計 32 32 64 28 26 54 5 5 10 6.4 4 5 9 

合      計 69 94 163 62 76 138 7 12 19 8.6 6 12 18 

 

 

公
営
企
業
等 

会
計
部
門 
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２ 職員の給与の状況 

 

（１）人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 
住民基本台帳人口 

   (22年度末) 

歳 出 額 

        Ａ 

実質収支 

 

人 件 費 

      Ｂ 

人件費率 

 Ｂ／Ａ 

(参 考) 

21年度の人件費率 

22年度 
人 

113,134  

      千円 

51,549,813  

    千円 

974,124  

    千円 

6,782,600  

      ％ 

13.2  

％ 

13.8  

      (注) 人件費には、一般職給与のほか、議員報酬、特別職給与、共済組合負担金、退職手当組合負担金等が 

         含まれています。 

 

（２）職員給与費の状況（普通会計決算） 

区 分 
職員数 

   Ａ 

給     与     費 1人当たり 

給与費 B/A 

 

給  料 職員手当    期末･勤勉手当    計 Ｂ 

22年度 
 

871人  

    千円 

3,231,699  

    千円 

455,974  

    千円 

1,142,791  

    千円 

4,830,464  

       千円 

5,545  

      (注) １ 給与費とは、人件費のうち一般職の給与費です。 

        ２ 職員数は、平成２２年４月１日現在の人数です。 

 

（３）職員の平均年齢、平均給料及び平均給与月額の状況 

区 分 
平成 22年 4月 1日現在 平成 23年 4月 1日現在 

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

一般行政職 44歳 9月 331,000円 373,400 円 45歳 1月 333,500円 368,500円 

技能労務職 51歳 8月 264,100円 278,400 円 52歳 3月 271,000円 290,300円 

      (注)平均給与月額とは、給料月額と諸手当の額を合計したものです。 

 

（４）職員の初任給の状況                    （平成 23年 4月 1日現在） 

区    分 白 山 市 国  

一般行政職 
大 学 卒 172,200円 

Ｉ種 185,800円 

Ⅱ種 172,200円 

高 校 卒 140,100円       140,100円 

技能労務職 
高 校 卒 137,200円                    － 

中 学 卒 121,600円                    － 

 

（５）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額状況         （平成 23年 4月 1日現在） 

区    分 経 験 年 数 1 0年         経 験 年 数 1 5年         経 験 年 数 2 0 年         

一般行政職 
大 学 卒 252,575円   292,457円   337,710円   

高 校 卒 218,400円   －   300,700円   

技能労務職 高 校 卒 －   220,100円   －   

  

（６）ラスパイレス指数の状況 

平成 21年 平成 22年 

93.4 93.6 

 （注）１  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す 

            指数です。 
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（７）一般行政職の級別職員数の状況                 (平成 23年 4月 1日現在) 

区分 
標準的な職務内容 

職員数 構成比 
本 庁 支 所 

８級 部長・局長  3 人  0.3％  

７級 部長・局長 支所長 17 人  1.8％  

６級 部次長・課長 支所長・支所次長 43 人  4.7％  

５級 
課長・室長・館長・課参事 

課長補佐・所長・園長 

支所次長・課長・課参事 
101 人  11.0％  

４級 
課参事・課長補佐・室長補佐 

次長・所長・園長・主幹・係長 

課長・課参事・課長補佐 
275 人  29.8％  

３級 
係長・主任保育士・主任児童厚生

員・主任教諭・主査 

課長補佐・主幹・係長 

専門員・主査 
338 人  36.6％  

２級 
主事・技師・書記・司書・保健師

栄養士・保育士・児童厚生員 

主事・技師・保健師・栄養士 
87 人  9.4％  

１級 
主事・技師・書記・司書・保健師

栄養士・保育士・児童厚生員 

主事・技師・保健師・栄養士 
59 人  6.4％  

合   計 923 人  100.0％  

  （注）１ 職員数は、教育長及び技能労務職を除いています。 

       ２ 白山市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

       ３ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 

 

 

 

（８）職員手当の状況 

  ア 期末・勤勉手当（平成 22年度支給割合） 

区  分 
白  山  市 国 

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 

6 月期 1.25 月分 0.7 月分 1.25 月分 0.7 月分 

12 月期 1.35 月分 0.65 月分 1.35 月分 0.65 月分 

計 2.6 月分 1.35 月分 2.6 月分 1.35 月分 

加算措置 有：職制上の段階、職務の級等 有：職制上の段階、職務の級等 

 

  イ 退職手当（平成 22 年度支給割合） 

 

 

 

 

 

 

  

  

区   分  
白山市 国   

  

  

  

  

  

  

  

  

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年 

勤 続 2 0年      23.50月分 30.55月分 23.50月分 30.55月分 

勤 続 2 5年      33.50月分 41.34月分 33.50月分 41.34月分 

勤 続 3 5年      47.50月分 59.28月分 47.50月分 59.28月分 

最高限度額 59.28月分 59.28月分 59.28月分 59.28月分 

1人当たり 

平均支給額 
2,083千円 24,764千円 

 

その他の 

加算措置 

･定年前早期退職特例措置（ 2～ 20％加算）  

･退職時特別昇給  なし             

･定年前早期退職特例措置（ 2～ 20％加算）  

･退職時特別昇給  なし             

  （注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、２２年度に退職した職員に支給された平均額です。                                                         
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  ウ 特殊勤務手当 

支給実績（22年度決算） 3,911千円   

支給職員１人当たり平均支給年額（22年度決算） 34,307円   

職員全体に占める手当支給職員の割合（21年度） 12.1％   

手当数（22年度） 4 種類    

 

  特殊勤務手当の種類（４種類）                  （平成 23年 4月 1日現在） 

主な手当の名称 支給対象職員 主な支給対象業務 
左記職員に対する 

支給単価 

児童保育手当 保育士等 児童保育等 月額  3,000円以内 

感染症汚染場所消每作業手当 消每作業等に従事した職員 消每作業等 1回 300円 

行旅死亡人等取扱手当 
行旅病人・死亡人の取扱等

に従事した職員 

行旅病人・死亡人取扱

業務 
1件 2,000円以内 

高所等作業手当 工事監督等 
地上 15ｍ、地下 5ｍ以

上の箇所で行う業務 
日額 250円 

 

  エ 時間外勤務手当 

平成 22年度  
支給実績       153,224千円  

職員 1人当たり平均支給年額  163千円  

 

  オ その他手当 

手 当 名 内容及び支給単価 
国の制度 

との異同 

扶養手当 配偶者       13,000 円／月  外 同 

住居手当 借家・借間   100～27,000円／月 同 

通勤手当 交通用具利用  2,000 円／月  外 同 

 

 

 

（９）特別職等の給与・報酬の状況                  （平成 23年 4月 1日現在） 

区     分 給料・報酬の月額  期末手当  

給 

料 

市        長 970,000円 
 

（平成 22年度支給割合）  

6月期   1.45月分  

12月期  1.50月分  

計    2.95月分  

加算措置  有  

副   市   長 785,000円 

教   育   長 665,000円 

報 

酬 

議        長 560,000円 
 

（平成 22年度支給割合）  

6月期   1.45月分  

12月期  1.50月分  

計    2.95月分  

加算措置  有  

副   議   長 470,000円 

議        員 430,000円 
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３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 
 
（１）勤務時間の状況                         （平成 23年 4月 1日現在） 

１週間の 
勤務時間 

開始時刻 終了時刻 休憩時間 

３８時間４５分 午前８時３０分 午後５時１５分 
午後零時から 

午後１時まで 
  (注) 業務の性質により、上記の勤務時間によることができない場合は、別に定めています。 

 

（２）休暇の状況                                （平成 23年 4月 1日現在） 

区  分 事    由 期    間 

年次有給休暇  １年において２０日の範囲内（２０日を限

度に翌年に繰り越すことができます。） 

病気休暇 下記以外 ９０日の範囲内 
市長が定める疾病 １８０日の範囲内 
結核性疾患 １年の範囲内 

公務上又は通勤による疾病 必要と認められる期間 
介護休暇 配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫

及び兄弟姉妹等を２週間以上にわたり介護する

ため、勤務しないことが相当であると認められ

るとき。 

介護を必要とする一の継続する状態ごと

に、連続する６月の範囲内で必要と認めら

れる期間 

特別休暇 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間 

証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、

地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場

合 

必要と認められる期間 

骨髄移植のための登録又は提供に伴う検査、入

院等 
必要と認められる期間 

自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献す

る活動を行う場合 
１年において５日の範囲内の期間 

結婚休暇 連続する７日を超えない範囲内の期間 

妊娠中又は出産後１年以内の女子職員が保健指

導、健康診査を受ける場合 
必要と認められる期間 

妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の

混雑の程度が、健康保持に影響がある場合 
勤務時間の始め又は終わりにつき、１日を

通じて１時間を超えない範囲でそれぞれ必

要があると認める期間 

妊娠中の職員の業務が健康保持に影響がある場

合で適宜休息し、又は補食する必要がある場合 
必要と認められる期間 

８週間（多胎妊娠の場合は１４週間）以内に出

産する予定である女性職員が申し出た場合 
出産の日までの申出期間 

女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から８週間を経過するまで

の期間 

生後満１年に達しない子を育てる職員が、その

子の保育のため授乳等を行う場合 
１日２回それぞれ３０分以内の期間 
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生理日における就業が著しく困難である女性職

員が申し出た場合 
必要と認められる期間 

職員の妻が出産する場合 妻が出産するため病院に入院する等の日か

ら当該出産の日後２週間を経過する日まで

の期間内における２日の範囲内の期間 

職員の妻が出産する場合であって、当該出産に

係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子

を養育する職員が、これらの子の養育のため勤

務しないことが相当であると認められるとき 

出産予定日の８週間（多胎妊娠の場合にあ

っては、１４週間）前の日から当該出産の

日後８週間を経過するまでの期間内におけ

る５日の範囲内の期間 

 

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する

職員が、その子の看護のため勤務しないことが

相当であると認められる場合 

一の年において５日（その養育する小学校

就学前の始期に達するまでの子が２人以上

の場合にあっては、１０日）の範囲内の期

間 

要介護者の介護その他の市長が定める世話を行

う職員が、当該世話を行うため勤務しないこと

が相当であると認められる場合 

一の年において５日（当該要介護者が２人

以上の場合にあっては、１０日）の範囲内

の期間 
職員の親族が死亡した場合 親族の区分により１日から７日の範囲内の

期間 

父母の追悼のための特別な行事（死亡後１５年

以内に行われるものに限る。） 
１日の範囲内の期間 

夏季休暇 一の年の７月から９月までの期間内におけ

る５日の範囲内の期間 

地震、水害、火災、その他の災害により職員の

現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が

当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが

相当であると認められるとき 

７日の範囲内の期間 

地震、水害、災害その他の災害又は交通機関の

事故等により出勤することが著しく困難である

と認められる場合 

必要と認められる期間 

地震、水害、火災その他の災害時において職員

が退勤途上における身体の危険を回避するため

勤務しないことが相当であると認められる場合 

必要と認められる期間 

任命権者が認めた通信教育による面接授業を受

ける場合 
３０日以内 

任命権者が認めた通信教育による面接授業を受

ける場合 
３０日以内 
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４ 職員の分限及び懲戒処分の状況 
 

（１）分限処分の状況                            （平成 22年 4月 1日～平成 23年 3月 31日、単位：人） 

区        分 降  任 免  職 休  職 計 

勤務実績が良くない場合 － －  － 

心身の故障の場合 － － １１ １１ 

職に必要な適格性を欠く場合 － －  － 

職制、定数の改廃、予算の減尐によ

り廃職、過員を生じた場合 － －  － 

刑事事件に関し起訴された場合   － － 

計 － － １１ １１ 

 

 

（２）懲戒処分の状況                            （平成 22年 4月 1日～平成 23年 3月 31日、単位：人） 

区        分 戒 告 減 給 停 職 免 職 計 

一般服務違反関係 

（欠勤、勤務態度不良等） 
－ － － － － 

公金･公用物取扱関係 － － － － － 

公務外非行関係 

（傷害、暴行、器物損壊等） 
－ － － － － 

交通事故･交通法規違反関係 － － － － － 

監督責任関係 － － － － － 

計 － － － － － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

５ 職員の服務の状況 

 

（１）時間外勤務及び休日勤務の状況         （平成 22年 4月 1日～平成 23年 3月 31日） 

時間外・休日勤務総時間数 
職員１人当たりの 

時間外・休日勤務月平均時間数 

58,942 時間 6.6時間 

 

 

（２）年次有給休暇の使用状況           （平成 22年 1月 1日～平成 22年 12月 31日） 

総付与日数 

A (日) 

総使用日数 

B (日)  

全対象職員数 

C (人) 

平均使用日数 

B/C (日) 

消化率 

B/A (％) 

27,637 5,424.5 694 7.8 19.6 

  （注）非現業の一般職に属する職員のうち、首長部局に勤務する職員が対象 

 

 

（３）育児休業等の利用状況        （平成 22年 4月 1日～平成 23年 3月 31日、単位：人） 

区 分 
育児休業 

取得者数 

部分休業 

取得者数 

育児短 

時間勤務 

取得者数 

平成 22年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員 

育児休業等

対象者数 

育児休業 

取得者数 

部分休業 

取得者数 

育児短 

時間勤務 

取得者数 

男性職員 
1 － － 

16 1 － － 
－ － － 

女性職員 
20 2 1 

23 20 2 1 
27 11 6 

    計 
21 2 1 

39 21 2 1 
27 11 6 

  （注）「育児休業取得者数」、「部分休業取得者数」、「育児短時間勤務取得者数」の欄の上段は、平成 22年度 

に新たに育児休業（部分休業）を取得した者、下段は育児休業（部分休業）の期間が平成 21年度から 22 

年度にかけて引き続いている者です。 

 

 

（４）介護休暇の取得状況         （平成 22年 4月 1日～平成 23年 3月 31日、単位：人） 

区 分 
介護休暇 

取得者数 

要 介 護 者 数（職員との続柄別） 

配偶者 父母 子 
配偶者

の父母 
祖父母 

兄 弟 

姉 妹 
孫 その他 

男 性 

職 員 
－ － － － － － － － － 

女 性 

職 員 
－ － － － － － － － － 

計 － － － － － － － － － 
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６ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

 

（１）職員の研修の状況          （平成 22年 4月 1日～平成 23年 3月 31日、単位：人） 

区         分 受講人数 摘        要 

石川県市町村職員研修所 

指定研修 74 新任職員、階層別研修 

選択研修 54 税・財務事務、法制執務、文書作成力 

派遣研修 

市町村アカデミー 1 住民税課税事務 

国際文化アカデミー 5 自治体財政入門、法令実務 

日本経営協会 13 滞納整理・徴収事務の実務等 

独自研修 

初任職員研修 17 初任職員 

人事評価者研修 11 管理職 

メンタルヘルス講座 132 管理職 

健康セミナー 22 全職員 

コンプライアンス研修 76 係長 

ビジネスマナー研修 134 主事・非常勤職員 

民間経営に学ぶ研修 97 課長補佐・主幹 

手話講習 21 全職員 

 
 
 

（２）職員の勤務成績の評定の状況 

項  目 内              容 

対 象 者 全職員 

評定期間 ①前年 12月 2日～6月 1日 
②6月 2日～12月 1日 

評定方法 

○成績（仕事の質･量･成果） 
○能力（知識･企画創造力･折衝力･応対力･理解力･判断力･指導力） 

○意欲（積極性･協調性･責任感･規律性） 

  の評定要素毎に５段階評価 

評定結果の反映 
・職員の人材育成、能力開発 
・昇任、人事配置換え 

・昇給、勤勉手当 
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７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 

（１）福利厚生制度 

 

  ① 健康管理事業          （平成 22年 4月 1日～平成 23年 3月 31日、単位：人） 

区    分 検   査   機   関 受診者数 

定期健康診断 石川県予防医学協会 1,384 

人 間 ド ッ ク 

公立松任石川中央病院 250 

公立つるぎ病院 34 

その他の検査機関 37 

婦人ガン検診 石川県成人病予防センター 145 

 

  ② 石川県市町村職員共済組合 

    正規職員は、地方公務員等共済組合法に基づき設置された共済組合の組合員になっていま 

   す。共済組合は、短期給付事業（健康保険）、長期給付事業（共済年金）、福祉事業（貸付、 

   貯金、宿泊事業等）を行っています。共済組合の事業は、組合員が納める掛金と市が納める 

   負担金で運営されています。 
 

  ③ 石川県市町村職員等ライフプラン協会 
    石川県市町村職員共済組合の組合員及び公立学校共済組合の組合員のうち、市から給与の 

   支給を受けている者は、原則としてライフプラン協会の会員になっています。協会は、ライ 

   フプラン事業、福利厚生事業、退職医療事業等を行っています。協会の事業は、会員が納め 

   る会費と市が納める負担金で運営されています。 
 

  ④ 職員互助会 
    会員の互助及び親睦を図るため、「白山市職員互助会」を設置しています。 

互助会は、会員の元気回復や健康増進を図るための事業、慶弔金等の給付事業等を行って 

います。互助会の事業は、互助会が行う収益事業、会員の納める会費で運営されています。 
    ・会員会費 給料の 3/1000 

    ・平成 22年度決算額 24,880,595円 平成 23年度予算額 28,550,000円 
     

 

 

（２）公務災害の状況                             （平成 22年 4月 1日～平成 23年 3月 31日） 

認 定 件 数 
内     訳 

公 務 災 害 通 勤 災 害 

３件 ３件 － 
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第２ 平成２２年度における白山市公平委員会の業務の状況 

 

 １ 勤務条件に関する措置の要求の状況 

区分 

平成 22年 3月 31日 

現在未処理件数 

平成 22年 4月 1日～ 

平成 23年 3月 31日の 

措置要求件数 

平成 22年 4月 1日～ 

平成 23年 3月 31日の 

処理件数 

平成 23年 3月 31日 

現在未処理件数 

Ａ Ｂ Ｃ Ａ＋Ｂ－Ｃ 

給      与 － － － － 

旅      費 － － － － 

勤 務 時 間 － － － － 

休      暇 － － － － 

執 務 環 境 － － － － 

厚 生 福 利 － － － － 

転      任 － － － － 

任      用 － － － － 

そ  の  他 － － － － 

合      計 － － － － 

 

 

 ２ 不利益処分に関する不服申立ての状況 

区分 

平成 22年 3月 31日 

現在未処理件数 

平成 22年 4月 1日～ 

平成 23年 3月 31日の 

不服申立て件数 

平成 22年 4月 1日～ 

平成 23年 3月 31日の 

処理件数 

平成 23年 3月 31日 

現在未処理件数 

Ａ Ｂ Ｃ Ａ＋Ｂ－Ｃ 

分 

限 

処 

分 

降  給 － － － － 

降  任 － － － － 

休  職 － － － － 

免  職 － － － － 

懲 

戒 

処 

分 

戒  告 － － － － 

減  給 － － － － 

停  職 － － － － 

免  職 － － － － 

転    任 － － － － 

そ の 他 － － － － 

合    計 － － － － 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


